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障害者総合支援法案（２月 29 日民主党政策調査会厚生労働部門会議案）への

日本障害者協議会の見解

日本障害者協議会（JD) 代表 勝又 和夫

この案は、２月７日に示され２月８日の第１９回総合福祉部会で厳しく批判された「厚

生労働省案」を一部修正したものである。その一部修正の主要な特徴は、名称を「障害者

総合支援法」へと変更し、重度訪問介護の対象の拡大を行う方向を示し、障害福祉計画と

そのための基本指針の制度を補強し、附則による検討項目に移動支援やコミュニケーショ

ン支援の在り方などの項目を追加したこと、等である。

このような修正を経てもなお、「障害者総合支援法」案は、国と自立支援法違憲訴訟団が

交わした「基本合意」や総合福祉部会が提言した「骨格提言」とは大きな落差があり、名

称を変えたものの実質は障害者自立支援法の一部改正である。

例えば、法案では障害者の範囲を広げて谷間をなくすとするが、多数の難病のなかから

一定の範囲を特定し、依然として谷間が残ることを前提としており、中・軽度の聴覚障害

や知的障害などで障害者手帳のない人々のことは考慮もされていない。医学モデルを脱却

し、障害にともなう支援ニーズのある人はすべて対象とするという「骨格提言」の方向と

は依然として大きく異なっている。

また「骨格提言」は、障害程度区分を中心とした機械的・制限的な支給決定の仕組みか

ら、障害者本人の希望の表明をプロセスの中に位置づけ、個別ニーズを評価して支給決定

する仕組みを提言しているが、法案では「障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方」

を検討するとしかしていない。改革の方向性を全く示すことなく「検討する」とされるの

みでは骨格提言の尊重とはとてもいえない。

他のすべての「検討事項」も同様に「改革の方向性」が示されていない。これでは変わ

るのかどうか分からない。

「骨格提言」はまた、地域格差の解決を求め、とくに移動、コミュニケーション、相談

などの重要な支援が地域生活支援事業の枠で裁量的経費となっている点を改め、国が２分

の１、都道府県が４分の１負担する負担金とすることによって市町村が安心して支援でき

るようにすることを求めている。しかし法案は地方分権を理由にこれを無視し、逆に幾つ

かの事業を地域生活支援事業に追加する。

本協議会は、政府与党がさらに「基本合意」「骨格提言」を尊重した法案作りに努力をす

るとともに、法案上程後は与野党が政治の見識を発揮して、障害者権利条約の批准に足る、

障害者が尊厳のある市民として地域で暮らし、社会参加をすることができるための法律と

して成立させるよう強く求めるものである。

同時に本協議会は、全国の障害者・家族・事業者・自治体や市民の皆さんとともに、障

害者が自ら選んだ場所で平等に暮らす権利の実現に向けて、引き続き最後まで奮闘する決

意である。
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障害者自立支援法改正関連ニュース

障害者支援法廃止見送りに「納得出来ぬ」訴訟団
読売新聞 3月 13 日(火) 配信

政府は１３日午前の閣議で、難病患者を福祉サービスの対象にすることなどを柱とする障害者自立支

援法改正案を決定した。

同法の廃止は見送り、抜本改正で対応。法律名を「障害者総合支援法」に変える。今国会に提出し、

２０１３年４月の施行を目指す。同法を巡っては、障害者による違憲訴訟を受け、長妻昭厚生労働相（当

時）が廃止を約束し、和解の基本合意文書にも明記された経緯があり、関係者からは批判の声も上がっ

た。

改正案には、長時間の訪問介護サービスの対象を、重度の肢体不自由の障害者に加えて、知的、精神

障害者などにも拡大することや、サービスを適切に受けることが出来るようにするため現状の障害の程

度区分を３年をめどに見直すことなども盛り込まれた。

一方、和解条項にある同法の廃止について、「サービス事業者を指定し直す必要があり自治体や事業

者の負担が増す」として見送り、障害者側が求めていた自己負担の原則無料化も実現しなかった。

障害者自立支援法違憲訴訟団の藤岡毅弁護士は「同法の『廃止』が議論の前提だったはずで、到底納

得出来ない。今後の国会審議で発言する場を与えてほしい」と批判した。日本障害者協議会の藤井克徳

常務理事は「障害者側から提案したことがほとんど見送られたことは残念。障害区分の見直しなどにつ

いては、長期的な目標として明確に位置づけ、実現を担保するべき」と話した。

障害者自立支援法の改正案を閣議決定- 名称を「総合支援法」に、難病患者も対象
政府は 13日、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。法律の名称を「障害者総合

支援法」に変更し、難病患者を障害福祉サービスの対象に加える内容。

総合支援法でサービスの対象に加える難病の範囲は政令で決めるが、厚生労働省では、国の難治性疾

患克服研究事業（臨床調査研究分野）の対象 130 疾患を念頭に置いている。

障害福祉サービスについては、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）に一

本化し、グループホームのサービス内容に、入浴・排泄・食事の介護を加える。また、重度訪問介護の

対象者を拡大し、現行の「重度の肢体不自由者」だけでなく、知的障害者や精神障害者もサービスを利

用できるようにする。さらに、事業者指定の欠格要件として、労働法規違反によって罰金刑に処せられ、

納付が終わっていない場合を加えた。

このほか、障害福祉サービス全体の在り方や、障害程度区分の認定を含む支給決定の在り方などを、

法施行後 3年をめどに検討することを明記した。また、市町村が障害福祉計画を策定する際に、ニーズ

把握を行うことを努力義務規定として盛り込んでいる。

施行日は 2013 年 4月 1 日付で、グループホームとケアホームの一本化、重度訪問介護の対象拡大は14

年 4 月 1 日付。

（ 2012 年 03 月 13日 21:28 キャリアブレイン ）

自立支援法改正を閣議決定 名称は障害者総合支援法に
共同通信社 3 月 13日(火) 配信

政府は１３日、障害福祉サービスの対象に、新たに政令で定める難病患者を加えるなどの障害者自立

支援法の改正案を閣議決定した。法律の名称は「障害者総合支援法」とし、施行日は一部を除き２０１

３年４月１日。

改正案をめぐっては、自立支援法の違憲訴訟の元原告らが「国は訴訟の和解時に、自立支援法を廃止

して新法をつくると約束したはずだ」と反発している。廃止と新法制定は民主党の０９年衆院選マニフ

ェスト（政権公約）でも明記していた。

小宮山洋子厚生労働相は閣議後の記者会見で「名前も変え、基本理念もつくり直した」と述べ、改正

案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの姿勢を示した。

改正案では、サービスを受ける前提となる支援の必要度を表す「障害程度区分」について、知的障害
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や精神障害の場合に正確に判定されないとの批判を受け、施行後３年をめどに見直す規定を設けた。

これまで重度の身体障害者に限られていた「重度訪問介護」について、知的障害者、精神障害者にも

拡大することも盛り込む。

介護が必要な人向けのケアホームと、支援の必要度が比較的低い人向けのグループホームは統合。高

齢などで介護が必要になった場合も同じ施設で住み続けられるようにし、外部の介護スタッフ導入も広

げる。

不満の半面、評価の声も 「表面手直し」「画期的」
共同通信社 3 月 1 日(木) 配信

２９日了承された障害者自立支援法の改正案では、障害のある当事者自身が委員として参加した政府

の改革会議の部会による提言内容が一部しか反映されず、関係者から不満の声が上がる。一方で「わず

かだが前進」と評価する意見もある。

自立支援法違憲訴訟弁護団の事務局長、藤岡毅（ふじおか・つよし）さん（４９）は「自己責任と感

じさせるような自立支援法の仕組み全般をゼロにして見直したかったのに踏みにじられた。表面的な手

直しにすぎない」と厳しく批判した。

日本難病・疾病団体協議会代表理事の伊藤（いとう）たておさん（６７）は「サービス対象となる難

病患者の範囲が限定される心配がある。患者の実態を反映した取り組みをしてほしい」と求めるが「難

病患者を法律の対象としたことは画期的」とした。

知的障害や精神障害の場合、支援の必要度が低く判定されがちだとの指摘があった「障害程度区分」

は、施行３年後の見直しが盛り込まれた。知的障害者の親らでつくる「全日本手をつなぐ育成会」顧問

の大久保常明（おおくぼ・つねあき）さん（６１）は「不十分な点はあるが、極端な改正は現実的では

ない。着実に中身を前進させていくことが重要だ」と話す。

廃止せず改正案を了承 「原則無料化」見送り 障害者支援法で民主
共同通信社 3 月 1 日(木) 配信

民主党の厚生労働部門会議（座長・長妻昭元厚労相）は２９日、障害者自立支援法の改正案を了承し

た。２００９年衆院選マニフェスト（政権公約）で明記した自立支援法の廃止は見送った。政府の「障

がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会が昨年提言していた障害福祉サービス利用の「原則無料化」

も改正案には盛り込まれなかった。

厚労省は今国会に改正案を提出する。施行は１３年４月。同省は改正案について、法律の理念に「共

生社会の実現」などを加え、名称を「障害者総合支援法」と改めることから「自立支援法の事実上の廃

止」と位置付けているが、この日の部門会議では小沢一郎元代表に近い議員らから「法改正でなく廃止

にすべきだ」との異論が相次いだ。

改正案では、サービスの対象に政令で定める難病患者を追加。身体障害者に限られていた重度訪問介

護は、知的障害者と精神障害者にも拡大する。支援の必要度を表す「障害程度区分」に関し、知的障害

者などの場合に正確に判定されないとの指摘があり、施行後３年をめどに見直す規定を設けた。政府の

改革会議の部会は提言で区分自体をやめるよう求めていた。

また同部会はサービス利用の原則無料化を提言していたが、現状でも低所得者には軽減措置があり、

既に９割近くの人が無料となっているとして、今回は見直さない。

自立支援法をめぐっては、同法違憲訴訟の和解時に国と元原告らの合意文書に「廃止して新法をつく

る」ことが盛り込まれ、改革会議の部会も新法制定を目指していた。

障害者自立支援法から私たちがつくる法へ 当時者ら 1300 人集会
障害者の生存権を脅かすとして廃止が求められていた「障害者自立支援法」に代わる法案を厚生労働

省が示した（２月８日）ことに対し、「私たちの意見が反映されていない」と当事者らがアピールする

集会が 29 日、京都市南区の京都テルサで開かれました。関西地域全域から当事者、支援者ら 1300 人が

集まりました。「総合福祉法を求める全関西集会実行委員会」主催。
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同法の廃止と新しい法律策定は、同法違憲訴訟団が2009 年に民主党政権との基本合意に基づくもの。

民主党政権は 55 人の障害団体関係者らと法案の「骨格提言」を作成しました（11 年８月）が、厚生労働

省発表の法案は提言内容を反映していません。

日本障害フォーラム幹事会議長の藤井克徳氏が講演。「骨格提言」について、▽障害のない市民との

平等と公平▽すべての障害者を対象▽本人がニーズによって支援を選択できる▽安定した予算の確保―

など６点の方向性が示され、「私たちの意見で作られた重要な内容です。この提言に基づく新法の制定

をめざそう」と訴えました。

知的障害、精神障害などの当事者やその親族らが発言。「自立支援法でヘルパーの介護時間が月 100

時間も減らされ、生活できないと訴えてきた。ニーズにあった支援こそほしい」「施設で暴力を受けた

こともあった。人間として扱ってほしい」「難病患者は障害と定義されず、支援がなかった。私たちに

も支援が必要」など、それぞれ手話や一言一言ふりしぼるように訴えました。

参加者らは集会後、京都市下京区の西本願寺までデモ行進しました。

民主党厚生労働部門会議：障害区分見直し「３年で」 総合支援法案を了承
民主党厚生労働部門会議は２９日、現行の障害者自立支援法の名称を「障害者総合支援法」に改め、

難病患者も障害福祉サービスを受けられるようにする新制度案を了承した。障害程度区分について「法

施行後５年をめどに見直し」としていた当初案を「３年」に短縮したほか、障害区分程度に応じ市町村

がサービス内容を画一的に決めている現状も見直すとした。政府は今国会に法案を提出し、来年４月の

施行を目指す。

法案は、可能な限り障害者の社会参加の機会を確保することを基本理念に盛り込んだ。障害者手帳を

持たない難病患者もサービス給付対象とする。

また、入浴、食事などの介護が必要な障害者のためのケアホームと、軽度の障害者向けグループホー

ムを一元化。介護が必要になっても転居なしに地域で暮らせるようにする。重度訪問介護サービスの対

象拡大と施設一元化は１４年４月から。

一方、サービス利用料の原則無料化は見送った。総合支援法案は現行の自立支援法の枠組みを踏襲し

ており、実態は同法の一部改正案に近い。しかし「自立支援法廃止」を公約に掲げる民主党政権は、法

の名称・理念を変え新法の体裁を取った。「自立支援法の廃止」と位置づける政府に対し、障害者団体

は「約束に反する」と反発している。【石川隆宣】

１５年にも個人カード配布 共通番号制
共同通信社 2 月 15日(水) 配信

政府は１４日、国民一人一人に番号を割り振って納税実績や年金などの情報を管理する共通番号制度

を導入する「個人識別番号法案」を国会に提出した。導入されれば、市町村が２０１４年１０月ごろに

住民に番号を通知し、１５年１月からカードを配布する予定だ。

ただ「ねじれ国会」の中、自民党や公明党は衆院解散・総選挙を求めて対決姿勢を強めており、法案

成立の見通しは立っていない。

カードは従来の住基カードを改良して安全性を高めたＩＣカードとし、顔写真や氏名、住所、生年月

日、番号を明記する方向だ。

政府は、上場株式の配当金や譲渡益を含む個人所得の情報を把握することで、適切な徴税と所得に応

じた社会保障給付の実現を図る。国民には、年金を受給する際の手続きが簡略化できるなどの利点があ

る。

法人には国税庁が番号を通知する。納税時の提出書類に番号を記載してもらうことで、雇用保険料の

支払い漏れなどを防ぎたい考えだ。

政府は、災害時に特例として医療機関が番号を使って被災者の投薬情報や持病を確認して効果的な支

援につなげることも想定。厚生労働省が医療情報の取り扱いを定める別の法案をつくり、１３年の通常

国会に提出する見通しだ。
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廃止せず改正案を了承 「原則無料化」見送り 障害者支援法で民主
共同通信社 3 月 1 日(木) 配信

民主党の厚生労働部門会議（座長・長妻昭元厚労相）は２９日、障害者自立支援法の改正案を了承し

た。２００９年衆院選マニフェスト（政権公約）で明記した自立支援法の廃止は見送った。政府の「障

がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会が昨年提言していた障害福祉サービス利用の「原則無料化」

も改正案には盛り込まれなかった。

厚労省は今国会に改正案を提出する。施行は１３年４月。同省は改正案について、法律の理念に「共

生社会の実現」などを加え、名称を「障害者総合支援法」と改めることから「自立支援法の事実上の廃

止」と位置付けているが、この日の部門会議では小沢一郎元代表に近い議員らから「法改正でなく廃止

にすべきだ」との異論が相次いだ。

改正案では、サービスの対象に政令で定める難病患者を追加。身体障害者に限られていた重度訪問介

護は、知的障害者と精神障害者にも拡大する。支援の必要度を表す「障害程度区分」に関し、知的障害

者などの場合に正確に判定されないとの指摘があり、施行後３年をめどに見直す規定を設けた。政府の

改革会議の部会は提言で区分自体をやめるよう求めていた。

また同部会はサービス利用の原則無料化を提言していたが、現状でも低所得者には軽減措置があり、

既に９割近くの人が無料となっているとして、今回は見直さない。

自立支援法をめぐっては、同法違憲訴訟の和解時に国と元原告らの合意文書に「廃止して新法をつく

る」ことが盛り込まれ、改革会議の部会も新法制定を目指していた。

自立支援法改正は合意違反 元原告ら厚労省に抗議
共同通信社 2 月 10日(金) 配信

厚生労働省が今国会に提出を目指している障害者自立支援法改正案をめぐり、自立支援法違憲訴訟の

元原告らが９日、同省との定期協議で「今回の案は国と原告団が結んだ基本合意と相いれず、遺憾だ」

とし、和解で合意した自立支援法の廃止を実現するよう求めた。

原告らによると、厚労省の津田弥太郎政務官はこの日の協議で、法律の理念を明記し、名称も変更す

るため自立支援法は廃止になると説明。原告らは「自立支援法のごく一部を改正して延命するもので納

得できない」と批判し、平行線のままだった。

原告らは記者会見で、同様に国と和解を結んだ薬害肝炎訴訟の原告団などと連名で「基本合意は政治

情勢の変動にかかわらず国家として順守すべきだ」とする抗議声明を発表した。

原告らは２０１０年、「１３年８月までに自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する」

とした基本合意書を国と交わして和解した。

障害者自立支援法の改正案、難病患者も対象本格見直し先送り
厚生労働省は７日、障害者自立支援法の改正案をまとめた。法律の名称を改め、難病患者を新たに対

象とする。低所得の障害者が福祉サービスを利用した際の自己負担無料化などの軽減措置は現行のまま

継続し、制度の本格的な見直しは先送りする。今国会に提出し、2013 年度の施行を目指す。

民主党がマニフェスト（政権公約）で掲げていた同法の廃止はしないことになる。同省は「法律を廃

止すると障害者がサービス利用を続けられなくなり、事業者指定のやり直しなど膨大な作業が必要。制

度の中身を変えず事実上の新法を提案した」（障害保健福祉部企画課）と説明している。

障害者の心身の状態を６段階で示す「障害程度区分」に基づくサービスの利用量、種類も見直しの対

象となっていたが、改正法の施行後５年をめどに制度を見直すことを盛り込み、今後の課題とした。昨

年８月に内閣府の部会がまとめた提言にあった福祉サービスの原則無料化は見送られた。

06 年施行の同法は福祉サービスの利用量に応じて負担額を決める「応益負担」を導入。障害者らの反

発を招き、10 年度から支払い能力に応じて負担を決める「応能負担」に切り替え、低所得者は無料とし

た。11 年 10 月時点では無料の利用者は 85.5％に上っている。厚労省は７日、民主党の作業部会に改正

案の骨子を提示。新名称は政権公約では「障がい者総合福祉法（仮称）」としているが、議員から「ど

のような内容か分かりにくい」などの異論も出ており、さらに検討する。

自立支援法を巡っては、違憲と訴えた障害者らが集団訴訟を提訴。原告らと国は 10 年１月、13 年８月

までに同法を廃止し、新法制定することで和解に合意していた。
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